
2025 年 10 月 31 日 

 

各種預金規定改定のお知らせ 

 

 平素より三十三銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 弊行では、お客さまの利便性向上を目的として「印鑑レス口座」「印鑑レス取引」の取扱いを拡充す

るため、各種預金規定を改定いたします。改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さま

にも適用されますので、あらかじめご了承ください。 

 

記 

 

１．改定する規定 

 「印鑑レス口座」「印鑑レス取引」における本人認証方式が適用される対象預金を拡大します。 

 

（１）印鑑レス口座取引規定 

改定前 改定後 

 本規定は印鑑レス口座取引に関する取り扱いを定めた

ものです。 

 

１．（印鑑レス口座） 

(1) 印鑑レス口座とは、取引口座の開設にあたり、当行

への印鑑の届け出をおこなわない口座をいいます。 

(2) 印鑑レス口座を開設できるのは、印鑑レス口座を事

業用として利用する予定のない個人のお客さまとしま

す。 

(3) 印鑑レス口座にできるのは、普通預金（総合口座取

引の普通預金を含みます。以下同じです。）口座、定期

預金（総合口座取引の定期預金を含みます。以下同じ

です。）口座です。 

 

２．（取引の制限） 

(1) 印鑑レス口座を開設するには、預金口座を新規に開

設してください。既にある預金口座を印鑑レス口座に

変更することはできません。 

(2) 印鑑レス口座に対して、口座振替のお申込みをおこ

なう場合、移動体通信事業者等が提供するショートメ

ッセージサービス（以下「ショートメッセージサービ

ス」といいます。）が利用可能な電話番号を当行に届け

出るものとします。 

(3) 印鑑レス口座の開設を申し込む場合、同時に個人イ

ンターネットバンキングの利用を申し込むものとしま

す。また、開設する口座が IC キャッシュカードの発行

が可能な口座である場合には IC キャッシュカードの発

行を申し込むものとします。 

(4) 印鑑レス口座の取引継続中は、印鑑レス口座に発行

された IC キャッシュカードの解約および個人インター

ネットバンキングの解約をおこなうことはできませ

ん。 

 本規定は印鑑レス口座取引に関する取り扱いを定めたも

のです。 

 

１．（印鑑レス口座） 

(1) 印鑑レス口座とは、取引口座の開設にあたり、当行へ

の印鑑の届け出をおこなわない口座をいいます。 

(2) 印鑑レス口座を開設できるのは、印鑑レス口座を事業

用として利用する予定のない個人のお客さまとしま

す。 

(3) 印鑑レス口座にできるのは、普通預金（総合口座取引

の普通預金を含みます。以下同じです。）口座、定期預

金（総合口座取引の定期預金を含みます。以下同じで

す。）口座、積立式定期預金口座、定期積金口座です。 

 

２．（取引の制限） 

(1) 印鑑レス口座を開設するには、預金口座を新規に開設

してください。既にある預金口座を印鑑レス口座に変

更することはできません。 

(2) 印鑑レス口座に対して、口座振替のお申込みをおこな

う場合、移動体通信事業者等が提供するショートメッ

セージサービス（以下「ショートメッセージサービ

ス」といいます。）が利用可能な電話番号を当行に届け

出るものとします。 

(3) 印鑑レス口座の開設を申し込む場合、同時に個人イン

ターネットバンキングの利用を申し込むものとします

（三十三銀行アプリからの口座開設は除く）。また、開

設する口座が IC キャッシュカードの発行が可能な口座

である場合には IC キャッシュカードの発行を申し込む

ものとします。 

(4) 印鑑レス口座の取引継続中は、印鑑レス口座に発行さ

れた IC キャッシュカードの解約および個人インターネ

ットバンキングの解約をおこなうことはできません。 



(5) 印鑑レス口座では以下の取引をおこなうことはでき

ません。 

  ① 法令等により印影を必要とする取引 

  ② 契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要

となる融資取引 

  ③ その他当行所定の取引 

 

３．（印鑑レス口座にかかる取引） 

(1) 印鑑レス口座での取引をおこなう場合、原則とし

て、個人インターネットバンキングまたは現金自動入

出金機の利用により、おこなうものとします。 

(2) お客さまが、当行の本支店窓口において、印鑑レス

口座の取引をされる場合は、当行が別途定める「店頭

カード認証規定」に規定するカード認証（以下「カー

ド認証」といいます。）による本人認証、または当行が

定める本人確認をおこないます。 

(3) お客さまの取引の依頼が、収納機関を経由した口座

振替の依頼など、カード認証がおこなえないものであ

る場合、届け出の電話番号に対するショートメッセー

ジサービスを利用した当行所定の方法による確認をお

こないます。 

(4) 当行がお客さまの印鑑レス口座での取引依頼の受付

を謝絶したことにより、お客さまに損害が生じた場合

であっても、当行に故意または重大な過失があるとき

を除き、一切の責任を負わないものとします。 

 

 

４．（印鑑レス口座と関連付けされた口座の取り扱い） 

個人インターネットバンキングの利用等により印鑑レ

ス口座と関連付けられて開設された口座で取引をおこ

なう場合、当該口座についても前条を適用して取り扱

うものとします。 

 

（後略） 

 

以 上 

２０２５年６月１日現在 

 

 

 

 

(5) 印鑑レス口座では以下の取引をおこなうことはできま

せん。 

  ① 法令等により印影を必要とする取引 

  ② 契約書に対し返済指定口座の届出印の押印が必要

となる融資取引 

  ③ その他当行所定の取引 

 

３．（印鑑レス口座にかかる取引） 

(1) 印鑑レス口座での取引をおこなう場合、原則として、

三十三銀行アプリまたは個人インターネットバンキン

グまたは現金自動入出金機の利用により、おこなうも

のとします。 

(2) お客さまが、当行の本支店窓口において、印鑑レス口

座の取引をされる場合は、当行が別途定める「店頭カ

ード認証規定」に規定するカード認証（以下「カード

認証」といいます。）による本人認証、または当行が定

める本人確認をおこないます。 

(3) お客さまの取引の依頼が、収納機関を経由した口座振

替の依頼など、カード認証がおこなえないものである

場合、届け出の電話番号に対するショートメッセージ

サービスを利用した当行所定の方法による確認をおこ

ないます。 

(4) 当行がお客さまの印鑑レス口座での取引依頼の受付を

謝絶したことにより、お客さまに損害が生じた場合で

あっても、当行に故意または重大な過失があるときを

除き、一切の責任を負わないものとします。 

 

４．（印鑑レス口座と関連付けされた口座の取り扱い） 

三十三銀行アプリまたは個人インターネットバンキン

グの利用等により印鑑レス口座と関連付けられて開設

された口座で取引をおこなう場合、当該口座について

も前条を適用して取り扱うものとします。 

 

（後略） 

 

以 上 

２０２５年１２６月１日現在 

 

（２）積立定期預金規定 

改定前 改定後 

 

（前略） 

 

７．（預金の解約、書替継続） 

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除

き、満期日前に解約することはできません。 

(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定

の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳と

ともに提出してください。 

 

 

 

 

（前略） 

 

７．（預金の解約、書替継続） 

(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除

き、満期日前に解約することはできません。 

(2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定

の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳と

ともに提出してください。 

(3)前記(2)に定める記名押印は、個人である預金者本人に

よる手続の場合に限り、当行が認めたときは、本人の

署名によってこれを替えることができます。 



(3)前記(2)の手続きに加え、この預金の払戻しを受ける

ことについて正当な権限を有することを確認するため

の本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあり

ます。この場合、当行が必要と認めるときは、この確

認ができるまでは払戻しを行いません。 

(4)この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求

があったときは、解約元金が払戻請求書記載の金額に

達するまで、この預金を１口毎に順次解約致します。

解約する順序は特に指定のない限り、解約日において

すでに満期日が到来しているものを優先し、かつ、預

入日（継続したときはその継続日）から解約日までの

日数の多いものからとします。 

 

（中略） 

 

11．（印鑑照合） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出

の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと

認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽

造、変造その他の事故があってもそのために生じた損

害について、当行は故意または過失（消費者でないお

客さまに対しては重過失に限ります）がある場合を除

き賠償責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（後略） 

 

以 上 

２０２１年５月１日現在 

(43)前記(2)および(3)の手続きに加え、この預金の払戻し

を受けることについて正当な権限を有することを確認

するための本人確認書類の提示等の手続きを求めるこ

とがあります。この場合、当行が必要と認めるとき

は、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 

(54)この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求

があったときは、解約元金が払戻請求書記載の金額に

達するまで、この預金を１口毎に順次解約致します。

解約する順序は特に指定のない限り、解約日において

すでに満期日が到来しているものを優先し、かつ、預

入日（継続したときはその継続日）から解約日までの

日数の多いものからとします。 

 

（中略） 

 

11．（印鑑照合） 

(1)払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届

出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽

造、変造その他の事故があってもそのために生じた損

害について、当行は故意または過失（消費者でないお

客さまに対しては重過失に限ります）がある場合を除

き賠償責任を負いません。 

(2)前記７の(3)に基づき届出の印章の押印を受けなかった

場合においても、払戻請求書、諸届その他書類が本人

によって作成されたことを本人確認書類の提示を受け

ることにより相当の注意をもって確認し、本人による

請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、そ

れらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても

そのために生じた損害について、当行は故意または過

失（消費者でないお客さまに対しては重過失に限りま

す）がある場合を除き賠償責任を負いません。 

 

（後略） 

 

以 上 

２０２５２０２１年１２５月１日現在 

 

（３）定期積金規定 

改定前 改定後 

 

（前略） 

 

９．（解約等） 

(1)この積金口座を解約するときは、当行所定の払戻請求

書に届出の印章により、記名押印してこの通帳ととも

に当店に提出してください。 

 

 

 

(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの積

金取引を停止し、または積金者に通知することにより

この積金口座を解約することができるものとします。

なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかか

わらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所

にあてて発信した時に解約されたものとします。 

 

（前略） 

 

９．（解約等） 

(1)この積金口座を解約するときは、当行所定の払戻請求

書に届出の印章により、記名押印してこの通帳ととも

に当店に提出してください。 

(2) 前記(1)に定める記名押印は、個人である預金者本人

による手続の場合に限り、当行が認めたときは、本人

の署名によってこれを替えることができます。 

(32)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの積

金取引を停止し、または積金者に通知することにより

この積金口座を解約することができるものとします。

なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかか

わらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所

にあてて発信した時に解約されたものとします。 



①この積金口座の名義人が存在しないことが明らかに

なった場合または積金名義人の意思によらずに開設

されたことが明らかになった場合 

②この積金の利用者が後記 12の(1)に違反した場合 

③この積金が法令や公序良俗に反する行為に利用さ

れ、またはそのおそれがあると認められる場合 

(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、積金者との

取引を継続することが不適切である場合には、当行は

この積金取引を停止し、または積金者に通知すること

によりこの積金口座を解約できるものとします。な

お、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわ

らず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所に

あてて発信した時に解約されたものとします。 

①積金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②積金者が、次のいずれかに該当したことが判明した

場合 

Ａ．暴力団 

Ｂ．暴力団員 

Ｃ．暴力団員でなくなった時から５年を経過しない

者 

Ｄ．暴力団準構成員 

Ｅ．暴力団関係企業 

Ｆ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知

能暴力集団等 

Ｇ．その他前各号に準ずる者 

③積金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に

該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力

を用いる行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて

当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨

害する行為 

Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

(4)前記(2)または(3)により、この積金口座が解約され残

高がある場合、または、この積金取引が停止されその

解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当行所定

の書式に届出の印章により記名押印して当店に申出て

ください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要

な書類等の提出または保証人を求めることがありま

す。 

 

（中略） 

 

12.（印鑑照合） 

この通帳、払戻請求書、諸届その他の書類に使用され

た印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相

違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書

類につき偽造、変造その他の事故があってもそのため

に生じた損害について、当行は故意または過失（消費

者でないお客さまに対しては重過失に限ります）があ

る場合を除き賠償責任を負いません。 

 

 

 

 

①この積金口座の名義人が存在しないことが明らかに

なった場合または積金名義人の意思によらずに開設

されたことが明らかになった場合 

②この積金の利用者が後記 12の(1)に違反した場合 

③この積金が法令や公序良俗に反する行為に利用さ

れ、またはそのおそれがあると認められる場合 

(43)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、積金者との

取引を継続することが不適切である場合には、当行は

この積金取引を停止し、または積金者に通知すること

によりこの積金口座を解約できるものとします。な

お、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわ

らず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所に

あてて発信した時に解約されたものとします。 

①積金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合 

②積金者が、次のいずれかに該当したことが判明した

場合 

Ａ．暴力団 

Ｂ．暴力団員 

Ｃ．暴力団員でなくなった時から５年を経過しな

い者 

Ｄ．暴力団準構成員 

Ｅ．暴力団関係企業 

Ｆ．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等 

Ｇ．その他前各号に準ずる者 

③積金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に

該当する行為をした場合 

Ａ．暴力的な要求行為 

Ｂ．法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴

力を用いる行為 

Ｄ．風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い

て当行の信用を毀損し、または当行の業務を

妨害する行為 

Ｅ．その他前各号に準ずる行為 

(4)前記(32)または(43)により、この積金口座が解約され

残高がある場合、または、この積金取引が停止されそ

の解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当行所

定の書式に届出の印章により記名押印して当店に申出

てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必

要な書類等の提出または保証人を求めることがありま

す。 

 

（中略） 

 

12.（印鑑照合） 

(1)この通帳、払戻請求書、諸届その他の書類に使用され

た印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相

違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書

類につき偽造、変造その他の事故があってもそのため

に生じた損害について、当行は故意または過失（消費

者でないお客さまに対しては重過失に限ります）があ

る場合を除き賠償責任を負いません。 

(2) 前記９の(2)に基づき届出の印章の押印を受けなかっ

た場合においても、払戻請求書、諸届その他書類が本

人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受

けることにより相当の注意をもって確認し、本人によ



 

 

 

 

 

 

（後略） 

 

以 上 

２０２１年５月１日現在 

る請求に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、

それらの書類につき偽造、変造その他の事故があって

もそのために生じた損害について、当行は故意または

過失（消費者でないお客さまに対しては重過失に限り

ます）がある場合を除き賠償責任を負いません。 

 

（後略） 

 

以 上 

２０２５２０２１年１２５月１日現在 

 

３．適用日 

 ２０２５年１２月 1 日（月） 

以 上 

 

 

 

 


